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◎新潟県教育委員会告示第11号 

新潟県文化財保護条例（昭和48年新潟県条例第33号）第21条第７項の規定により、平成25年８月21日に次の新

潟県指定文化財の指定を解除した。 

平成25年10月４日 

新潟県教育委員会 委員長  栗 田  修 行 

 

種別 名称 所在地 所有者・管理者

無形文化財 「五泉平」の染色技術 五泉市東本町１丁目2997 三富三郎 

 

 


